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定期発行日

毎週火・金曜日

　 当 日 が 県 の 休 日 に
　 当たるときは休刊とする。（ ）
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとお次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとお

　りとする。　りとする。
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沖縄県規則第44号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおり次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定めるとおり

　とする。　とする。
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 （平成９年法律第123号） （平成９年法律第123号）
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沖縄県規則第45号
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７　附則第４項及び附則第５項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該経費７　附則第４項及び附則第５項の常勤換算方法とは、当該職員のそれぞれの勤務延時間数の総数を当該経費

　老人ホームＡ型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方　老人ホームＡ型において常勤の職員が勤務する時間数で除することにより常勤の職員の員数に換算する方

　法をいう。　法をいう。

８　附則第４項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該経８　附則第４項第１号の施設長は、専らその職務に従事する常勤の者でなければならない。ただし、当該経

　費老人ホームＡ型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する　費老人ホームＡ型の管理上支障がない場合には、同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する

　ことができる。　ことができる。

９　附則第４項第２号及び附則第５項第１号の生活相談員（主任生活相談員が配置されているときは当該主９　附則第４項第２号及び附則第５項第１号の生活相談員（主任生活相談員が配置されているときは当該主

　任生活相談員）のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。　任生活相談員）のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。

10　附則第４項第３号イ及び附則第５項第２号イの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。10　附則第４項第３号イ及び附則第５項第２号イの主任介護職員は、常勤の者でなければならない。

11　附則第４項第４号及び附則第５項第３号イの看護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。11　附則第４項第４号及び附則第５項第３号イの看護職員のうち１人以上は、常勤の者でなければならない。

附則附則

附則附則
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 基準を満たす 基準を満たす

廊下の幅について廊下の幅について
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施行規則第64条第３号に規定する書類施行規則第64条第３号に規定する書類
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前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。前各号に掲げるもののほか、サービス内容の管理について必要な業務を実施すること。
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　併設事業所については、老人福祉法（昭和38年法律第133号） 、医療法（昭和23年法律第205号） 又は　併設事業所については、老人福祉法（昭和38年法律第133号） 、医療法（昭和23年法律第205号） 又は

法に規定する特別老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる介護予防法に規定する特別老人ホーム等として必要とされる数の従業者に加えて、第１項各号に掲げる介護予防

短期入所生活介護従業者を確保するものとする。短期入所生活介護従業者を確保するものとする。
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基準を満たす基準を満たす
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条及び第74条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合に条及び第74条の規定は、ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業について準用する。この場合に
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おいて、第72条第２号及び第４号から第６号までの規定中「条例第182条」とあるのは「条例197条においおいて、第72条第２号及び第４号から第６号までの規定中「条例第182条」とあるのは「条例197条におい

て準用する条例第182条」と読み替えるものとする。て準用する条例第182条」と読み替えるものとする。
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 （昭和25 （昭和25

年法律第201号）年法律第201号）
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　　　　条例第100条第６項に規定する規則で定める基準は、児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び　　　　条例第100条第６項に規定する規則で定める基準は、児童自立支援施設の児童自立支援専門員及び

　児童生活支援員の総数が、通じておおむね児童4.5人につき１人以上であることとする。　児童生活支援員の総数が、通じておおむね児童4.5人につき１人以上であることとする。
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発達支援」とあるのは 「指定通所支援」 と、同条第４項中 「指定児童発達支援事業所」 とあるのは 「多機発達支援」とあるのは 「指定通所支援」 と、同条第４項中 「指定児童発達支援事業所」 とあるのは 「多機

能型事業所」と、  「指定児童発達支援の」 とあるのは 「指定通所支援の」 と、第15条第２項中「指定医療能型事業所」と、  「指定児童発達支援の」 とあるのは 「指定通所支援の」 と、第15条第２項中「指定医療

型児童発達支援事業所」とあるのは 「多機能型事業所」 と、第18条第１項第１号中「指定放課後等デイサー型児童発達支援事業所」とあるのは 「多機能型事業所」 と、第18条第１項第１号中「指定放課後等デイサー

ビスとあるのは 「指定通所支援」 と、同条第２項中「指定放課後等デイサービスの」 とあるのは「指定ビスとあるのは 「指定通所支援」 と、同条第２項中「指定放課後等デイサービスの」 とあるのは「指定

通所支援の」 と、同条第３項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」 とする。通所支援の」 と、同条第３項中「指定放課後等デイサービス」とあるのは「指定通所支援」 とする。
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沖縄県規則第57号
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

⑸　児童発達支援管理責任者　１以上⑸　児童発達支援管理責任者　１以上
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

沖縄県規則第58号

２　平成23年６月17日前から引き続き存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害２　平成23年６月17日前から引き続き存していた障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害

　保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法　保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法

　律（平成22年法律第71号。以下「整備法」という。）第５条による改正前の法第24条の２第１項に規定す　律（平成22年法律第71号。以下「整備法」という。）第５条による改正前の法第24条の２第１項に規定す

　る指定知的障害児施設等（以下「旧指定知的障害児施設等」 という。）（知的障害児施設又は盲ろうあ児　る指定知的障害児施設等（以下「旧指定知的障害児施設等」 という。）（知的障害児施設又は盲ろうあ児

　施設であるものに限る。）であって、整備法附則第27条の規定により整備法第５条による改正後の法第24　施設であるものに限る。）であって、整備法附則第27条の規定により整備法第５条による改正後の法第24

　条の２第１項の指定を受けたものとみなされたもの（同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造　条の２第１項の指定を受けたものとみなされたもの（同日以後に増築され、又は改築される等建物の構造

　を変更したものを除く。）については、当分の間、第４条の規定を適用する場合においては、同条第１号　を変更したものを除く。）については、当分の間、第４条の規定を適用する場合においては、同条第１号

　中「４人」とあるのは「15人」と、同条第２号中「4.95平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とし、　中「４人」とあるのは「15人」と、同条第２号中「4.95平方メートル」とあるのは「3.3平方メートル」とし、

　同条第３号の規定は適用しない。　　　　　　同条第３号の規定は適用しない。　　　　　

同日以後同日以後
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三十四三十四
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

次に掲げる基準を満たすために必要な数次に掲げる基準を満たすために必要な数
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同日以同日以
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

沖縄県規則第59号
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

第２項から第８項までに規定する第２項から第８項までに規定する

第２項から第８項までに第２項から第８項までに
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キ
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

沖縄県規則第60号
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

して厚生労働大臣が定めるもの等（平成18年厚生労働省告示第544号。以下「サービス管理責任者等を定して厚生労働大臣が定めるもの等（平成18年厚生労働省告示第544号。以下「サービス管理責任者等を定

める告示」という。）第１号に規定する者とする。める告示」という。）第１号に規定する者とする。
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

　第１項（第１号に掲げる者を除き、条例第39条第２項の規定により第１項第３号の理学療法士又は作業　第１項（第１号に掲げる者を除き、条例第39条第２項の規定により第１項第３号の理学療法士又は作業

療法士に代わって置かれる機能訓練指導員を含む。）に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活療法士に代わって置かれる機能訓練指導員を含む。）に規定する生活介護事業所の職員は、専ら当該生活

介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければ介護事業所の職務に従事する者又は生活介護の単位ごとに専ら当該生活介護の提供に当たる者でなければ

ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。ならない。ただし、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

て準用する条例第28条第２項」と、同条第３号中「第30条第２項」 とあるのは「第69条において準用するて準用する条例第28条第２項」と、同条第３号中「第30条第２項」 とあるのは「第69条において準用する

条例第30条第２項」 と、同条第４号「第32条第２項」 とあるのは「第69条において準用する条例第32条第条例第30条第２項」 と、同条第４号「第32条第２項」 とあるのは「第69条において準用する条例第32条第

２項」 と、第５条中「第17条第９項」とあるのは「第69条において準用する条例第17条第９項」と、第６条 ２項」 と、第５条中「第17条第９項」とあるのは「第69条において準用する条例第17条第９項」と、第６条 

中「第18条」 とあるのは「第69条において読み替えて準用する条例第18条」 と、第７条中「第37条ただし中「第18条」 とあるのは「第69条において読み替えて準用する条例第18条」 と、第７条中「第37条ただし

書」 とあるのは「第69条において読み替えて準用する第37条ただし書」と、第８条中「第38条第１項」とあ書」 とあるのは「第69条において読み替えて準用する第37条ただし書」と、第８条中「第38条第１項」とあ

るのは「第69条において準用する条例第38条第１項」 と読み替えるものとする。るのは「第69条において準用する条例第38条第１項」 と読み替えるものとする。
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

ービス管理責任者等を定める告示第２号に規定するものを１の事業所であるとみなして、当該１の事業所ービス管理責任者等を定める告示第２号に規定するものを１の事業所であるとみなして、当該１の事業所

とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次の各号に掲げる当該多機能型事業所の利用

者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定者の数の合計の区分に応じ、当該各号に掲げる数とすることができる。この場合において、この項の規定

により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこにより置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、１人以上は、常勤でなければならないとするこ

とができる。とができる。
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平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第スの事業等の人員、設備及び運営に関する基準第百七十一条並びに第百八十四条において準用する同令第

二十二条及び第百四十四条に規定する厚生労働大臣が定める者等（平成18年厚生労働省告示第553号。以二十二条及び第百四十四条に規定する厚生労働大臣が定める者等（平成18年厚生労働省告示第553号。以

下「指定基準第百七十一条等で定める告示」という。）第３号に規定する者に対し生活介護を提供する生下「指定基準第百七十一条等で定める告示」という。）第３号に規定する者に対し生活介護を提供する生

活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同活介護事業所に置くべき看護職員（保健師又は看護師若しくは准看護師をいう。以下この条において同

じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第９条第１項第３号アの規定にかかわらず、じ。）、理学療法士又は作業療法士及び生活支援員の総数は、第９条第１項第３号アの規定にかかわらず、

生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計以上の数とする。生活介護の単位ごとに、常勤換算方法で、次の各号に掲げる数の合計以上の数とする。
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沖縄県規則第61号
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沖縄県規則第62号
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のりのり



 151

平成25年３月31日　日曜日 公　　　　報 （号外第17号）  

 （平成９年法律第123号） （平成９年法律第123号）
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